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※２業種によってはお申し込み頂けない場合がございます
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■商工組合中央金庫 金利
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和歌山商工会議所会員向け特別融資
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その他

■三菱東京UFJ銀行 手数料 金利

優遇 優遇

ビジネスローン「融活力」
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※本制度の詳細並びに仮申し込みつきましては、三菱東京UFJ銀行ホームページよりお願い致します。

三菱東京UFJ銀行ホームページはこちらをクリック

URL;http://www.bk.mufg.jp/chusho/teikei/shoukoukai/index.html

　①業歴３年以上有するもの

　和歌山商工会議所の会員歴が３年以上の法人で以下の基準を満たし、当金庫所定の審査により承認されたもの

　②当金庫からの本提携融資制度以外の借入がないもの

　③既往の取引金融機関からの借入につき延滞または返済緩和等の条件変更がないもの

　④貸金業、公序良俗に反する事業を営んでいないもの

　⑤当金庫の所属団体の構成員であるもの

　必要書類

　①借入申込書（所定の様式）　②企業概要説明書（所定の様式）

　③決算書３期分（最新期分は、税務申告書別表と勘定科目明細を添付）　④直近３ヶ月以内の試算表

　⑤日本税理士会連合会所定のチェックリスト（ある方のみで可）

　　 当金庫が審査を行い、当金庫から本商品についての審査結果の通知を行います。

　原則として法人の代表者１名

　商工中金所定の審査により決定

　借入期間１年未満：短期プライムレート＋α（変動金利）

　借入期間１年以上：長期プライムレート＋α〈固定金利又は変動金利〉

　商工会議所会員は、上記利率（当金庫の同種商品利率）から０．１％優遇

　日本税理士連合会所定の中小会社会計基準チェックリストの添付があれば０．３％優遇（但し、最低利率を下限）

　３年以内

　措置期間：なし　但し、特に必要な場合６ヶ月以内

　借入期間１年未満：手形貸付方式　借入期間１年以上：証書貸付方式

　不要

　１社あたり３,０００万円以内（１００万円単位）　但し、直近決算期における平均月商額以内

　運転資金

　元金均等分割返済（月賦方式、利息前払）

　（但し、借入金額が３,０００万円以上の場合：５２,５００円

　会員メリット　当行と融資取引を開始する場合：無料

　　　　　　　　　既に当行と融資取引がある場合：初回無料

　（但し、借入金額が３,０００万円以上の場合：９４,５００円

　既に当行と融資取引がある場合：３１,５００円

　①業歴２年以上であること

　②当行のお取扱い窓口でお取引可能なエリアに所在すること

　④申込み時点において、税金の未納がないこと

　③最新決算期において、債務超過（貸借対照表の純資産の部がマイナス）でないこと

　お借入期間３年以内の場合不要（期間３年超のお借入については、必要となる場合がございます）

　５,０００万円以内

　運転資金・設備資金（決算・賞与資金としてのご利用も可能）

　年３．１２５％～（変動金利：各種優遇制度もあります）

　審査結果に応じた当行所定の金利を設定

　５年以内（措置期間の設定も可能です）

　④お申込時点において税金に未納がないこと

　元金均等返済

　事業資金（運転資金・設備資金）

　　1年以上預金取引を頂いている方

　当行所定の金利(変動金利)

　1年～５年以内　※建設業の方：1年以内、不動産業の方：3年以内

　元金均等返済

無担保でのお申し込みも承ります

　法人：原則代表者　個人事業主：配偶者または親、子の方

　不　要

　①当行営業エリア内の事業法人・個人事業主の方で、同一地域にて業歴3年以上もしくは業歴3年以上で当行と

■紀陽銀行

　１,０００万円以内(証書貸付)　※建設業の方：300万円以内、不動産業の方：500万円以内

　年２．１％～９．０％(年0.25％の優遇)

　会員メリット　融資利率を０．２５％の金利優遇

事業資金

　③ご本人もしくは保証人が自己名義の不動産(自宅・事務所に限る)を所有している方

　融資の際に５２,５００円必要

　④本商品を含む事業性総借入額には、住宅ローンを除く消費者ローンを含めます。

※１上記②については確定申告書の場合は連続して所得金額が赤字でない方

　３,０００万円以内

　５,０００万円以内

　元金均等返済

　不要

　①業歴３年以上の法人のお客様であること

　②当行でお取引可能なエリアに所在すること

　③最新決算期において債務超過でないこと

　第三者保証不要（但し、代表取締役全員の連帯保証が必要です）

　当行と融資取引を開始する場合：７３,５００円

　②2期分の決算書もしくは確定申告書(白色可)の提出が可能で、連続して経常赤字を計上していない方

　事業資金（運転資金・設備資金）

　当行所定の金利（変動金利）　　会員メリット　融資利率を０．１２５％の金利優遇

　原則法人代表者（代表取締役全員）のみ

　５年以内

　②最新決算期において債務超過でないこと

　③お申込時点で税金の未納がないこと

　④三菱東京UFJ銀行の最寄りの受付窓口にご来店が可能な事

最長3年まで(お取引一年以上のお客様は5年以内)

　元金均等返済

　原則無担保・第三者保証不要(代表取締役の連帯保証が必要)

　第三者保証不要（代表取締役の連帯保証が必要）

　　無　料

　①業歴２年以上で、確定した決算書2期分を提出可能な法人企業
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